
精密検査医療機関登録制度
に関する説明会

令和８年２月１２日（木） １8：3０〜 Zoom

山梨県生活習慣病検診管理指導協議会

肺がん・登録評価部会

乳がん・子宮がん部会
事務局（山梨県福祉保健部健康増進課）

肺がん検診
乳がん検診 合同開催



（１）山梨県のがん検診の現状と課題

（２）統一運用フロー

（３）届出の記載方法

（４）今後のスケジュール

本日の説明事項



（１）山梨県のがん検診の現状と課題
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出典：国民生活基礎調査

○ がん検診の受診率は高い
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出典：地域保健・健康増進事業報告

○ 精密検査の受診率は低い
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【課題】 精密検査の受診率が低い

• 市町村が精検医療機関を把握できていないため、要精検者へ一覧を提示できない

理由 ①

 要精検者へ、受診できる「精検医療機関一覧」を提示できていない

 要精検者の受診状況を、市町村が把握できていない
• 精検結果の報告をお願いできていない精検医療機関がある
• 精検結果を報告する方法（報告先、様式など）が統一されていない

• 市町村から要精検者への確認作業が必要となり、未受診者への勧奨が徹底できない
• 受診状況が把握できないと、正確な受診率が算出できない

理由 ②



• 精検医療機関の登録制度※を創設

• 登録された「精検医療機関一覧」を市町村・検診機関へ共有

• 市町村・検診機関が要精検者に一覧を提示し、受診を促す（受診勧奨）
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【課題】 精密検査の受診率が低い

がん検診の結果
精密検査が必要です。

それはご自身で
探してください。

分かりました。
どこで受けたら
いいですか。 こちらの一覧を

参考に精検を受
診してください。

一
覧
が
あ
れ
ば

※ ⽣活習慣病管理指導協議会の各部会⻑による登録

理由 ①

解決策

 要精検者へ、受診できる「精検医療機関一覧」を提示できていない

分かりました。
どこで受けたら
いいですか。

がん検診の結果
精密検査が必要です。

そうです
か・・・

すぐ受診
します！

受診者 検診機関 受診者 検診機関

 精検医療機関一覧を作成し受診勧奨する



精検医療機関⼀覧

県ホームページより
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理由 ②

解決策

 要精検者の受診状況を、市町村が把握できていない

• 結果報告の方法を県下で統一して運用する

受診 未受診未把握

受診 未受診

受診 未受診

「未把握」を減らす

「未受診者」を減らす

【課題】 精密検査の受診率が低い

 結果報告の方法を県下で統一し、受診状況を把握する
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• 未把握を減らし、未受診者への受診勧奨を徹底する

イメージ



各がん検診の統⼀運用について
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統⼀運用の検討 運用開始

統⼀運用の検討 運用開始（予定）

効果
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精検受診率

3年後



 受診者へ登録精検機関の⼀覧を提供
→ 受診者の利便向上
→ 精検受診率の向上
→ 精検医療機関へのインセンティブ（精検受診者の増加など）

 医師及び設備等について施設基準を満たす精検医療機関のみを登録
→ 検診の精度管理の維持・向上

 ⼀次検診機関を通じた精検結果の報告
→ 精検結果の未把握の解消
→ 報告作業の効率化

県下統⼀運用の効果
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（２）統一運用フローについて



③ 一覧の共有

①

届
出

④

一
覧
の
提
示
・
紹
介

部会
（事務局：県）

⑤ 受診

②

登
録

市町村 一次検診機関

受診者（住民） 登録精検機関

登録の流れ

⑥ 精検結果の報告
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市町村

登録精検機関

一次検診機関

⑤ 検診結果報告

① 委託契約

⑪ 精検結果報告書の送付

⑦ 精検受診
（紹介状＋精検依頼書兼結果報告書

を受診者本人が持っていく）

④ 結果報告・精検受診勧奨
（精検依頼書兼結果報告書を渡す）
※ 原則として４週間以内

②

受
診
勧
奨

⑨ 精検結果報告書の返送

⑫

精
検
受
診

再
勧
奨

⑩ (内容確認)
（精検結果報告書に不備があった場合は確認を行う）

⑧ 精検結果報告

【④、⑥】 精検依頼書兼結果報告書を、市町村と一次検診機関のどちらから受診者へ渡すのか、各市町村ごと契約の中で整理しておくことが必要

【⑥、⑫】 精検受診勧奨・再勧奨時に、既に登録精検機関を受診していることが判明した場合には、市町村から登録精検機関へ精検結果の送付を促す

【⑨】 詳細な検査のために、登録精検機関から別の精検機関を紹介した場合には、登録精検機関から経過を一次検診機関に報告する。

受診者（住民）

⑥

結
果
報
告
・
精
検
受
診
勧
奨

(

精
検
依
頼
書
兼
結
果
報
告
書
を
渡
す
）

① 委託契約

② 受診勧奨
（受診券・「検診を受診する方へ」の送付）

③ 検診受診

⑤ 検診結果報告

⑥ 結果報告・精検受診勧奨
（精検依頼書兼結果報告書を渡す）
（⑤ 検査結果報告後に直ちに行う。電話、
通知、ハガキ等の方法は問わない）

⑪ 精検結果報告書の返却
特定郵便（対面で受取可能かつ配達送記録が

残るもの）を使用する

⑫ 精検受診再勧奨
（精検未受診者に ⑥ 精検受診勧奨した時を起点に
原則として3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のタイミングで行う。）

⑦ 精検受診

⑧ 精検結果報告

⑨

精
検
結
果
報
告
書
の
返
送

⑩

（
内
容
確
認
）

統⼀運用フロー 【全体】

ポイント
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登録精検機関

一次検診機関

受診者（住民）

⑦ 精検受診

⑧ 精検結果報告

⑨

精
検
結
果
報
告
書
の
返
送

⑩

（
内
容
確
認
）

統⼀運用フロー 【登録精検機関】
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⑧⑨ 結果を精検結果報告書
へ記入いただき、早めに
一次検診機関へ報告して
ください

お願いしたいこと

治療等のため、別の医
療機関を紹介した場合に
は、登録精検機関から経
過を一次検診機関に報
告してください



市町村

登録精検機関

一次検診機関

⑤ 検診結果報告

① 委託契約

⑪ 精検結果報告書の送付

受診者（住民）

⑨

精
検
結
果
報
告
書
の
返
送

⑩

（
内
容
確
認
）

統⼀運用フロー 【⼀次検診機関】
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お願いしたいこと

⑨ 精検結果報告の返送がない場合、
登録精検機関と連絡をとり、結果
の把握に努めて下さい。 ※

※ 検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めなければならない。
（「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（厚生労働省）より）

⑩ 内容を確認し、不備があれば
登録精検機関への照会をお
願いします。

④ 精検受診勧奨の際、一覧の配布、
提示、紹介等をお願いします。

④⑤ 結果報告はなるべく受診後４週間
以内にお願いします。

⑨⑪ 登録精検機関から返送のあった
「精検結果報告書」を市町村へ
送付してください。

（契約で市町村が実施する場合は除く）



登録基準項目
 精密検査として、高分解能ＣＴ検査が実施できること。
（実施可能な他の医療・検査機関との連携により実施する場合を含む。
この場合も受診者への結果説明は自院で行うこと）

 確定診断及び治療等のため、自身の施設以外で更に検査や治療が
必要な場合、適切な医療機関を紹介できること。

①施設基準

 精密検査を行う医師は、肺がんの診断、治療に関する専門性を
有すること。

②資格要件

 肺がんの診断・治療に関する知識・技術の向上に資する学会、
研修会及び生活習慣病検診等従事者講習会等に年１回以上参加
している医師が勤務していること。

③研修参加

⼭梨県の登録基準
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肺



登録基準項目
 次の精密検査及び診断が実施できること

（実施可能な他の医療・検査機関との連携により実施する場合を含む）

(1) 診断用乳房エックス線
(2) 診断用乳房超音波検査
(3) 細胞診及び組織診
（針生検・吸引式組織生検・外科的生検）

 確定診断及び治療等のため、自身の施設以外で更に検査や治療が
必要な場合、適切な医療機関を紹介できること

①施設基準

 精密検査を行う医師は、乳がんの診断、治療に関する専門性を有する
こと。
なお、専門性については次のいずれかの要件を満たすことが望ましい。

(1) 日本乳癌学会の乳腺専門医または認定医であること
(2) 精中機構主催の読影講習会を受け、AまたはB評価を受けていること

②資格要件

 乳がんの診断・治療に関する知識・技術の向上に資する学会、研修会
又は生活習慣病検診等従事者講習会等に年１回以上参加している医師
が勤務していること。

③研修参加
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乳 ⼭梨県の登録基準



登録の手続きについて

 郵送︓〒400-8501 ⼭梨県甲府市丸の内１－６－１
 FAX︓055-223-1499

⼭梨県福祉保健部 健康増進課 がん対策推進担当 あて

届出書類

送付方法

 様式1-1 「がん検診精密検査医療機関の登録に係る届出書」
 様式1-2 「施設基準等に関する調書」
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肺 乳



登録の決定

周知

 届出受理決定後、名簿へ登録し、届出のコピーを送付

 登録された精検医療機関を、各市町村、検診実施機関に対して周知

 要精検者へ、登録精検機関に関する情報を提供
（⼀覧の配布、提示、紹介など）
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登録の手続きについて

肺 乳



登録後、精検医療機関にお願いしたいこと

 令和８年度から順次、精検受診者が「精検依頼書兼結果報告書」
を持参します。

 精密検査実施後に結果を記入していただき、早めに検診実施機関
に報告をお願いします。

 問い合わせは、原則として検診実施機関からとなりますが、
市町村から問い合わせがあった場合にもご協⼒をお願いします。

 肺または乳がんの診断・治療に関する学会、研修会、
⽣活習慣病検診従事者講習会等への
積極的な参加をお願いします。
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（結果判断に数ヶ⽉かかる場合、お手数ですが、⼀度「がんの疑いまたは未確定」で報告をお願いします）

• 3⽉ 5日 （木） 肺がん検診従事者講習会
• 3⽉10日（火） 肺がん検診読影講習会

今後の予定



（３）届出の記載方法



届出の記載方法

￥
記載不要

記載した
年月日

医療機関の
情報
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肺 乳



届出の記載方法

対応している検査
方法に○をしてく
ださい。

②を選択した場合、連携す
る医療機関または検査機関
名を記載してください。

肺 乳
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届出の記載方法【肺・乳】

該当箇所にチェックを
お願いします肺 乳
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届出の記載方法

１カ所以上記載
してください

届出するがんに対する治療の実施状
況を記載してください。
（登録要件ではありませんので、０
でも差し支えありません。）

肺 乳
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届出の記載方法

登録に関する問合せ
窓口のご担当者の情
報を記載してくださ
い

講習会への参加は必須です
が、今まで参加されたこと
がない場合も、今後参加い
ただければ、登録が可能で
す

肺 乳
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（４）今後のスケジュール



• 本日 医療機関への説明会（Web）

• ３月１３日 登録〆
一覧完成（その後も受付可）
一覧を市町村・検診機関へ共有

登録スケジュール

統一運用開始
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本日の資料の掲載
検索山梨のがん情報



精検受診率９０％を達成するため
ご協力をお願いします


